
1 

基本施策１   保健・医療 

障害のある人が必要な保健・医療サービスやリハビリテーションなどを、いつでも安心して

受けることができるよう、地域における保健・医療提供体制の充実を図るとともに、障害の重度

化・重複化の予防やその対応に留意することが求められています。 

精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

可能な限り医療の提供・支援を地域において行うとともに、入院中の精神障害のある人の早期

退院や地域生活への移行・定着を進めていけるよう、保健所や地域の医療機関等との連携促進、

地域における適切な精神医療提供体制・社会復帰支援体制の整備など「地域包括ケアシステム」

の構築を推進していくことが求められています。 

障害のある人への医療の提供や支援については、それぞれの特性に応じた適切な対応が重要

です。特に精神疾患や難病をはじめ、症状の変化や進行等により状態が不安定な人については

支援ニーズも様々であるため、きめ細やかな対応が求められています。 

各種健康診査や保健指導の実施により、障害の原因となる疾病等の予防や早期発見・早期支

援に取り組むことが重要です。 

市の現状と課題 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 



2 

 ● 市民の声 ●  

アンケート調査結果より 

テーマ別部会等の意見より 
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困っていることの内容 

●いくつもの医療機関に 

通わなければならない 

●医療費の負担が大きい 

●通院の交通手段の確保 

●医師とのコミュニケー
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８割以上の方が通院か入院を

しており、医療ニーズは高い

医療を利用している人のうち、 

受診の際に困ったことがある人は約半数 
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基本施策２   福祉サービス、相談支援 

障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を

営むことができるよう、在宅サービスの量的・質的な充実や障害のある子どもへの支援の充実、

障害福祉サービスの質の向上、相談支援の充実に取り組むことが重要です。 

障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる体制を構

築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制

を構築することが求められています。 

障害のある人の個々の心身の状況・サービス利用の意向・家族の状況等を踏まえたサービス

等利用計画の作成促進や意思決定支援ガイドラインの普及等、障害当事者の支援の必要性に応

じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進めることが必要です。 

各種ガイドラインの周知や相談支援専門員・障害者相談員に対する研修の実施等により、相

談支援業務の質の向上を図るとともに、障害種別による専門の支援機関や児童相談所、更生相

談所、保健所など関係機関とのネットワークの構築やその活用を推進し、障害のある人が身近

な地域で必要に応じた相談支援を受けることができる体制を整備することが必要です。 

市の現状と課題 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 
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 ● 市民の声 ●  

アンケート調査結果より 

福祉サービスの利用は、18 歳以上では安定しており、18 歳未満では約 1.2 倍に増加 

≪福祉サービスの利用状況≫ 
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≪福祉サービスを利用する場合や支援を受ける場合の相談先（上位６項目）≫ 
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18 歳未満の相談先では「相談支援事業所」が約２倍に増加 

計画相談支援（サービス利用計画作成）は上昇傾向となっており、特に 18歳未満では８割以上 

≪障害種別サービス利用計画作成率（令和元年度）≫
（％）

≪サービス利用計画作成率の推移≫ 
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